
宮城県グループホーム整備促進事業補助金交付要綱

（趣旨）

第１ 県は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成１７年法

律第１２３号）第５条第１５項に定める共同生活援助を行うグループホーム（以下同

じ。）の整備を図るため、社会福祉法人、医療法人、日本赤十字社、公益社団法人、

一般社団法人、公益財団法人、一般財団法人、特例民法法人、特定非営利活動法人及

び営利法人等（以下「社会福祉法人等」という。）が行うグループホーム施設整備事

業に要する経費について、当該社会福祉法人等に対し、予算の範囲内において、宮城

県グループホーム整備促進事業補助金を交付するものとし、その交付等に関しては、

補助金等交付規則（昭和５１年宮城県規則第３６号。以下「規則」という。）に定め

るもののほか、この要綱の定めるところによる。

（交付対象等）

第２ 宮城県グループホーム整備促進事業補助金の交付の対象となる経費及び補助基準額

又は補助額は、別表のとおりとする。

（交付の申請）

第３ 規則第３条第１項の規定による補助金交付申請書の様式は、様式第１号によるもの

とし、その提出期限は知事が別に定める日までとする。

２ 規則第３条第２項の規定により、補助金交付申請書に添付しなければならない書類

は、次のとおりとする。

（１）施設整備申請額算出内訳書

（２）事業計画書     

（３）歳入歳出予算（補正見込）書抄本

（４）納税証明書（県税）

（５）暴力団排除に関する誓約書

（６）その他知事が必要と認める書類等

３ 次の各号のいずれかに該当する社会福祉法人等は、交付申請することができない。

（１）暴力団排除条例（平成２２年宮城県条例第６７号）に規定する暴力団又は暴力団

員等

（２）県税に未納がある者

４ 知事は、前項第１号に規定する暴力団又は暴力団員等に関する事項について、県警本

部長宛て照会することができる。

（交付の条件）

第４ 規則第５条の規定による交付の条件は、次のとおりとする。

（１）補助事業の内容の変更又は補助事業に要する経費の配分を変更する場合において

は、様式第２号により知事の承認を受けること。ただし、補助事業の内容の変更が、

補助金の額に変更を来すことなく、かつ、施設の機能を著しく変更しない程度の軽

微な変更である場合にあっては、この限りでない。この場合、変更の理由が生じた

後速やかに、様式第２号に準じた様式により知事に報告すること。



（２）補助事業を中止し、又は廃止する場合においては、様式第３号により知事の承認

  を受けること。

（３）補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった  

場合においては、速やかに知事に報告してその指示を受けること。

（状況報告）

第５ 規則第１０条の規定による報告は、次の時期ごとに様式第４号により行わなければ

ならない。

（１）補助対象事業を着工したとき

（２）前号の事業着工した日の属する年度の１２月末日現在の状況について翌月１０日

まで

（実績報告）

第６ 規則第１２条第１項の規定による補助事業実績報告書の様式は、様式第５号による

ものとする。

２ 前項の規定による補助事業実績報告書に添付しなければならない書類は、次のとお

りとする。

（１）施設整備精算額内訳書

（２）事業実績報告書

（３）歳入歳出決算（見込）書抄本

（補助金の交付方法）

第７ 補助金は、規則第１３条に規定する補助金の額の確定後に交付するものとする。た

だし、事業の遂行上必要があると認めるときは、補助金を概算払により交付すること

がある。

（消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額の確定に伴う補助金の返還）

第８ 補助事業完了後に、消費税及び地方消費税の申告によりこの補助金に係る消費税及

び地方消費税に係る仕入控除税額が確定した場合には、様式第６号により速やかに知

事に報告しなければならない。

２ 知事は、前項の報告があった場合には、当該消費税及び地方消費税に係る仕入控除税

額の全部又は一部の返還を命ずるものとする。

（財産の管理）

第９ 補助事業者は、補助事業が完了した後も補助事業により取得し又は効用が増加した

財産（以下「取得財産等」という。）を善良なる管理者の注意をもって管理するとと

もに、補助金の交付目的に従ってその効率的運用を図らなければならない。

２ 補助事業者は、取得財産等について、その台帳を設け、その保管状況を明らかにして

おかなければならない。

（財産の処分の制限）

第１０ 規則第２１条第２号及び第３号の規定により処分の制限を受ける財産は、その取



得価格又は効用の増加の価格が３０万円以上であるものとする。

２ 規則第２１条ただし書の規定により処分の制限を受ける期間は、「補助金等に係  

る予算の執行の適正化に関する法律施行令」（昭和３０年政令第２５５号）第１４  

条第１項第２号の規定により、厚生労働大臣が定める「補助事業等により取得し、  

又は効用の増加した財産の処分制限期間」（平成２０年厚生労働省告示第３８４   

号）に定める社会福祉施設整備費補助金に係る財産及び処分制限期間を準用する。

３ 補助事業者は、規則第２１条の知事の承認を受けようとするときは、様式第７号によ

り知事に申請し、あらかじめ承認を受けなければならない。

４ 知事は、規則第２１条の規定に基づいて財産の処分を承認した場合において、当該承

認を受けた補助事業者が当該承認に係る処分により収入があったと認めたときは、

「厚生労働省所管一般会計補助金等に係る財産処分について」（平成２０年会発第０

４１７００１号）により定める承認基準を準用し、当該補助事業者に対して、その収

入に相当する額の全部又は一部を県に納付させるものとする。

  附 則

１ この要綱は、平成２８年４月１日から施行し、平成２８年度予算に係る補助金に適用

する。

２ この要綱は、次年度以降の各年度において、当該補助金に係る予算が成立した場合に、

  当該補助金にも適用するものとする。

  附 則

１ この要綱は、平成２９年４月１日から施行し、平成２９年度予算に係る補助金に適用

する。

２ この要綱は、次年度以降の各年度において、当該補助金に係る予算が成立した場合に、

  当該補助金にも適用するものとする。

附 則

１ この要綱は、令和元年１２月２日から施行し、令和元年度予算に係る補助金に適用す

る。

２ この要綱は、次年度以降の各年度において、当該補助金に係る予算が成立した場合に、

当該補助金にも適用するものとする。

３ この要綱の施行前の宮城県グループホーム整備促進事業補助金交付要綱に基づき補助

金の交付を受けた宮城県グループホーム整備促進事業に対する補助額の適用について

は、なお従前の例による。

  附 則

１ この要綱は、令和７年５月２２日から施行し、令和７年度予算に係る補助金から適用

する。

２ この要綱は、次年度以降の各年度において、当該補助金に係る予算が成立した場合に、

  当該補助金にも適用するものとする。

３ この要綱の施行前の宮城県グループホーム整備促進事業補助金交付要綱に基づき補助

金の交付を受けた宮城県グループホーム整備促進事業に対する補助額の適用について

は、なお従前の例による。



  別表 補助対象経費及び補助額                                                 

                                     

補 助 対 象 経 費 補 助 基 準 額 補 助 額

グループホームの創設及

び改築（障害支援区分が４

以上の重度の障害者を受け

入れることができる施設の

創設、もしくは受け入れる

ための改築であって、スプ

リンクラー設備の整備を併

せて行うものに限る。）に

必要な工事費又は工事請負

費（土地の買収又は整地に

要する費用、職員の宿舎に

要する費用及びその他施設

整備費として適当と認めら

れない費用を除く。）及び

工事事務費（工事施工のた

め直接必要な事務に要する

費用であって、旅費、消耗

品費、通信運搬費、印刷製

本費及び設計監督料等をい

い、その額は、工事費又は

工事請負費の２．６％に相

当 す る 額 を 限 度 額 と す

る。）。

ただし、別の負担（補

助）金において別途補助対

象とする費用を除き、工事

費又は工事請負費には、こ

れと同等と認められる委託

費、分担金及び適当と認め

られる購入費等を含む。

社会福祉施設等施設整備費国庫

補助金交付要綱（平成１７年１０

月５日付け厚生労働省発社援第１

００５００３号厚生労働事務次官

通知「社会福祉施設等施設整備費

の国庫補助について」別紙）に定

める国庫補助基準額に準じる。

対象経費の実支出額

に３／４を乗じて得た

額（千円未満切り捨

て）と、総事業費から

寄附金その他収入額

（社会福祉法人等（営

利法人を除く。）の場

合は、寄附金収入額を

除く。以下同じ。）を

控除した額に３／４を

乗じて得た額（千円未

満切り捨て）と、補助

基準額を比較して、最

も低い額以内

  注１）「創設」とは「新たに施設を整備すること」をいい、「改築」とは「既存施設の

改築整備をすること」をいう。



様式第１号

    年度宮城県グループホーム

整 備 促 進 事 業 補 助 金 交 付 申 請 書

                                                            番     号

                                                            年  月  日

宮城県知事       殿

                                            申請者   住所

                                                        法人名

                                                        代表者名

     年度において宮城県グループホーム整備促進事業を下記により実施したいので、

補助金等交付規則第３条の規定により、宮城県グループホーム整備促進事業補助金を交付

されるよう関係書類を添えて申請します。

記

１ 申請額      金             円

２ 施設の種別    

３ 施設整備申請額算出内訳書（別紙（１）のとおり）

４ 事業計画書（別紙（２）のとおり）

５ 歳入歳出予算書抄本

６ 県税納税証明書



様式第２号

    年度宮城県グループホーム

整 備 促 進 事 業 計 画 変 更 承 認 申 請 書

                                                            番     号

                                                            年  月  日

宮城県知事       殿

                                            申請者   住所

                                                        法人名

                                                        代表者名

     年  月 日付け宮城県（障）指令第   号で宮城県グループホーム整備

促進業補助金の交付決定の通知のありました宮城県グループホーム整備促進事業について、

事業の内容を下記のとおり変更したいので承認されるよう関係書類を添えて申請します。

記

１ 変更の理由

２ 変更の内容



様式第３号

    年度宮城県グループホーム

整備促進事業中止（廃止）承認申請書

                                                            番     号

                                                            年  月  日

宮城県知事       殿

                                            申請者   住所

                                                        法人名

                                                        代表者名

     年  月 日付け宮城県（障）指令第   号で宮城県グループホーム整備

促進事業補助金の交付決定の通知のありました宮城県グループホーム整備促進事業につい

て、下記のとおり事業を中止（廃止）したいので承認されるよう関係書類を添えて申請し

ます。

記

１ 中止（廃止）の理由

２ 中止の期間



様式第４号

    年度宮城県グループホーム整備促進

事業工事着工（工事進ちょく状況）報告書

                                                            番     号

                                                            年  月  日

宮城県知事       殿

                                            申請者   住所

                                                        法人名

                                                        代表者名

     年 月  日付け宮城県（障）指令第   号で宮城県グループホーム整備

促進事業補助金の交付決定の通知のありました宮城県グループホーム整備促進事業の工事

着工（工事進ちょく状況）について、同補助金交付要綱第５の規定により下記のとおり報

告します。

記

施設種別 施設名 運営主体

建物の構造
  及び面積

経費内訳
建物工事       円

                        円
    計                  円

直営・請負の別

着工年月日

完成予定年月日

月  別  工  事  工  程  表

出

来

高

年月 月 月 月 月 月 月 月

建 物 工 事 金額
  ％

○ ○ 工事 金額

  ％

      計 金額
  ％



様式第５号

  年度宮城県グループホーム

整 備 促 進 事 業 実 績 報 告 書

                                                            番     号

                                                            年  月  日

宮城県知事       殿

                                            申請者   住所

                                                        法人名

                                                        代表者名

     年  月  日付け宮城県（障）指令第   号で宮城県グループホーム整備

促進事業補助金の交付決定の通知のありました宮城県グループホーム整備促進事業につい

て、下記のとおり実施しましたので補助金等交付規則第１２条の規定により、関係書類を

添えて報告します。

記

１ 施設の種別

２ 施設整備精算額内訳書（別紙（１）のとおり）

３ 事業実績報告書（別紙（２）のとおり）

４ 歳入歳出決算（見込）書抄本



様式第６号

  年度消費税及び地方消費税

に 係 る 仕 入 控 除 税 額 報 告 書

番 号  

年  月  日  

宮城県知事       殿

申請者  住 所        

法 人 名        

代表者名        

     年  月  日付け宮城県（障）指令第  号で交付決定を受けた    年

度宮城県グループホーム整備促進事業補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除

税額について、下記のとおり報告します。

記

１ 施設の種類及び名称

２ 補助金等交付規則（昭和５１年宮城県規則第３６号）第１３条の規定による

  確定額又は事業実績報告による精算額         金      円

３ 消費税及び地方消費税の申告により確定した消費税及び地方消費税に係る

  仕入控除税額（返還相当額）             金      円

４ 添付書類

  （１）３の消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額の積算内訳等

  （２）その他、知事が必要と認めるもの



様式第７号

宮城県グループホーム整備促進

事業補助金財産処分承認申請書

番         号  

  年  月  日  

宮城県知事       殿

申請者  住 所         

法 人 名         

代表者名         

     年  月  日付け宮城県（障）指令第   号で宮城県グループホーム整備

促進事業補助金の交付決定の通知のありました宮城県グループホーム整備促進事業により

取得した財産を下記のとおり処分したいので、承認されるよう申請します。

記

１  取得財産の名称及び取得年月日

２  取得価格及び時価

３  処分の方法（売却の場合は、売却先及び売却価格を記載すること。）

４  処分の理由



別紙（１）

（都道府県市名）　　　　　　　　　　（設置者の名称）　　　　　　　　　　　　（施設の名称）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

対 象 経 費 の

実 支 出 差 引 額 補 助 額

（ 予 定 ） 額 の 額 × ３ ／ ４ 単 価
A 円 B （ ≦ A ） 円 C 円 D （ =A-C ） 円 E 円 F 円 G 円

（注） (1) 工事請負契約等を締結する単位で作成すること。

(2) 算出にあたっては、本体、その他工事別とし、小計を設けること。

(3) Ｇ欄には、E欄又はＦ欄の少ない方の額（千円未満切り捨て）を記入すること。

施 設 整 備 申 請 額 算 出 内 訳 書 （ 創 設 ・ 改 築 ）

施 設 整 備 費 計

設 置 者 の

総 事 業 費

寄 付 金 そ の 他

の 収 入 額

算定基準による
算 定 額施 設 種 別

１ 施 設 整 備 費

ＢとＤの少ない
方



別紙（２）

事   業   計   画   書

１ 対象施設の概要

（１）施設の名称及び所在地

（２）施設の種類

（３）事業の目的及び効果 ※重度の障害者の受入れ体制等について記載すること。

   →

（４）バリアフリーについて ※バリアフリーの取り組みを記載してください。

  →

（５）設置主体及び経営主体

（６）定員

   現在定員 増加定員 合 計

人 人 人

（７）スプリンクラー設置の確認   有 ・ 無  ※無しの場合申請できません。

２ 施設整備費に係る事業計画

（１）施設の規模及び構造

   ア 整備事業（解体撤去工事費・仮設施設工事を除く。）

   （ア）敷地面積             ㎡

   （イ）敷地の所有関係（自己所有地、借地、買収（予定）地の別）

   （ウ）施設整備の区分（創設、改築の別）

   （エ）建物の面積  建築面積          ㎡、延面積          ㎡

   （オ）建物の構造（   造）

    （注）１ 各室ごとに室名及び面積を明らかにした表を添付すること。

               なお、拡張及び改造等の場合は、既存建物との関係を明示すること

２ 配置図及び各階平面図を添付すること。

なお、拡張及び改造等の場合は、既存建物との関係を図面上で明 示

すること。

    イ 解体撤去工事（既存施設に係るもの）

   （ア）建物の面積  建築面積          ㎡、延面積          ㎡

   （イ）建物の構造（   造）

   （ウ）建築年月日

   （エ）補助金の区分（昭和○○年度：国庫・民間・自己資金・その他）

   （オ）処分（取りこわし）年月日

    （注）既存施設の解体撤去工事が分かるものを添付すること。

   ウ 仮設施設工事

   （ア）建物の面積  建築面積          ㎡、延面積          ㎡

   （イ）建物の構造（   造）

    （注）１ 各室ごとに室名及び面積を明らかにした表を添付すること。

            ２ 配置図及び各階平面図を添付すること。



（２）整備費内訳

   ア 主体工事費                        円

   イ 工事事務費                        円

   ウ 小計（本体工事費）                円

        工事費                            円

   エ 解体撤去工事費及び

        仮設施設整備工事費

        （解体撤去工事費）                円

        （仮設施設整備工事費）            円

     （その他の工事費）                円

   オ 合  計                          円

   （注） 工事費費目別内訳書を添付すること。

（３）財源内訳

    ア 県補助金                          円

   イ  設置者負担金                      円

        （内訳）自己資金                円

               借入金                円

              寄付金                 円

    ウ 合  計                          円

（４）施工計画

    ア 直営・請負の別

   イ 契約年月日

   ウ 着工年月日

    エ 竣工年月日

   オ 事業開始年月日

    カ 解体撤去工事関係

   （ア）直営・請負の別

   （イ）着工年月日

   （ウ）完了年月日

   キ 仮設施設工事関係

   （ア）直営・請負・賃貸借の別

   （イ）工事期間

    （ウ）仮設施設の使用期間

（５）補助金等交付規則第２１条に規定する財産処分（抵当権の設定）の有無

      有 ・ 無



歳入歳 出予 算（ 補正 見込 ）書 抄本

１ 歳 入

補正前予算額 補正後予算額 増   減 備  考

県 補 助 金

その他の補助金

一 般 財 源

寄  付  金

そ  の  他

    計

２ 歳 出

補正前予算額 補正後予算額 増   減 備  考

○  ○  費

○  ○  費

○  ○  費

○  ○  費

    計

この歳入歳出予算（補正見込）書抄本は、原本と相違ないことを証します。

       年  月  日

法人名              

代表者名             



別紙（１）

（都道府県市名）　　　　　　　　　　（設置者の名称）　　　　　　　　　　　　（施設の名称）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

対 象 経 費 の

ＢとＤの少ない

方 補 助 金 補 助 金

実 支 出 差 引 額 補 助 額

（ 予 定 ） 額
の 額 × ３ ／ ４ 単 価

交 付 決 定 額 受 入 済 額

A 円 B （ ≦ A ） 円 C 円 D （ =A-C ） 円 E 円 Ｆ 円 Ｇ 円 Ｈ 円 Ｉ 円 Ｊ(=Ｇ-Ｉ)円

（注） (1) 工事請負契約等を締結する単位で作成すること。

(5) Ａ欄～Ｊ欄の施設整備費計の欄については、内訳の金額の記入の有無に関係なく必ず記入すること。

(6) Ｇ欄には、E欄又はF欄の低い方の額（千円未満切り捨て）を記入すること。

施 設 整 備 精 算 額 内 訳 書 （ 創 設 ・ 改 築 ）

１ 施 設 整 備 費

施 設 整 備 費 計

設 置 者 の

総 事 業 費

寄付金その他

の 収 入 額

算定基準によ

る 算 定 額

差 引 過

△ 不 足 額

施 設 種 別



別紙（２）

事  業  実  績  報  告  書

１ 対象施設の概要

（１）施設の名称及び所在地

（２）施設の種類

（３）事業の目的及び効果 ※重度の障害者の受入れ体制等について記載すること。

   →

（４）バリアフリーについて ※バリアフリーの取り組みを記載してください。

  →

（５）設置主体及び経営主体

（６）定員

   現在定員 増加定員 合 計

人 人 人

（７）スプリンクラー設置の確認   有 ・ 無  ※無しの場合申請できません。

２ 施設整備費に係る事業内容

（１）施設の規模及び構造

   ア 整備事業（解体撤去工事費・仮設施設工事を除く。）

   （ア）敷地面積             ㎡

   （イ）敷地の所有関係（自己所有地、借地、買収（予定）地の別）

   （ウ）施設整備の区分（創設、拡張等の別）

   （エ）建物の面積  建築面積          ㎡、延面積          ㎡

   （オ）建物の構造（   造）

    イ 解体撤去工事（既存施設に係るもの）

   （ア）建物の面積  建築面積          ㎡、延面積          ㎡

   （イ）建物の構造（   造）

    （ウ）建築年月日

   （エ）補助金の区分（昭和○○年度：国庫・民間・自己資金・その他）

   （オ）処分（取りこわし）年月日

  ウ 仮設施設工事

   （ア）建物の面積  建築面積          ㎡、延面積          ㎡

   （イ）建物の構造（   造）

（２）支出済事業費総額

   ア 主体工事費                        円

   イ 工事事務費                        円



   ウ 小計（本体工事費）                円

    エ 解体撤去工事費及び

        仮設施設整備工事費

        （解体撤去工事費）                円

        （仮設施設整備工事費）            円

      （その他の工事費）                円

    オ 合  計                          円

   （注） 工事費仕様書、支出済工事費費目別内訳書、工事事務費費目別内訳書を添

     付すること。

（３）施工期間

    ア 契約年月日

   イ 着工年月日

   ウ 竣工年月日

   エ 事業開始年月日

   オ 解体撤去工事関係

   （ア）着工年月日

   （イ）完了年月日

   カ 仮設施設工事関係

   （ア）工事期間

   （イ）仮設施設の使用期間

（４）補助金等交付規則第２１条に規定する財産処分（抵当権の設定）の有無

      有 ・ 無

（５）その他参考事項

  （添付書類）

   ① 工事請負契約書の写

     支払領収書の写

     賃貸借の場合は、賃貸借契約書の写（仮設施設整備のみ）

   ② 工事完了を確認するに足る検査済証の写

     （建築基準法第７条第５項又は第１８条第７項の規定による検査済証）

   ③ 各室ごとに室名及び面積を明らかにした表

     （交付申請書に添付したものと同一の場合は省略）

   ④ 建物平面図（建物面積を明記したもの）及び立面図

     （交付申請書に添付したものと同一の場合は省略）

   ⑤ 建物内外部主要部分の写真

   ⑥ 工事契約金額報告書（別紙①）

      ⑦ 抵当権の設定を証明できる書類（登記簿の写し等）



歳 入 歳 出 決 算 （ 見 込 ） 書 抄 本

１ 歳 入

予 算 額 決 算 額 増   減 備  考

県 補 助 金

その他の補助金

一 般 財 源

寄  付  金

そ  の  他

    計

２ 歳 出

予 算 額 決 算 額 増   減 備  考

○  ○  費

○  ○  費

○  ○  費

○  ○  費

    計

この歳入歳出決算（見込）書抄本は、原本と相違ないことを証します。

       年  月  日

法人名              

代表者名             



（別紙①）

                                                              番     号

                                                           年  月  日

宮城県知事          殿

                                            申請者   住所

                                                        法人名

                                                        代表者名

                     

                                            施工業者    業者名

                                                        代表者名

工 事 契 約 金 額 報 告 書

発注者（委託者）          と請負者（受託者）           は

○○施設建設工事に係る工事請負契約（設計監理委託契約）を次のとおり締結し施工する

とともに、補助金についてもこれに基づき算定したことを報告する。

契 約 年 月 日 金額

当初○○工事請負契約     年  月  日 金           円

○○変更（追加）契約     年  月  日 金           円

    年  月  日 金           円

設 計 管 理 委 託 契 約     年  月  日 金           円

    年  月  日 金           円


